
平成２３年度南陽市農業施策等に関する要望 

 

 

我が国の農業は、生産調整の拡大や長引く米価の下落、農業従事者の高齢化や後継者

不足など、大変厳しい状況にあります。特に平成２２年産米概算金は、戸別所得補償制

度への移行期間にも関らず確実な米需給安定対策が講じられないため、２１年産米持越

し在庫の影響を受け過去に経験したことのない下落が生じており、稲作農家の経営悪化

は必然の状況にあります。 

 

農業は地域の基幹産業として大変重要な位置を占めると共に、農村社会の維持・発展

や農村文化の維持・保全等に大切な役割を担っており、その振興が不可欠であります。 

本市の農業は複合経営が主体であり、農外収入を主とする第二種兼業農家が最も多い

状況です。高齢化や後継者不足等が進む中で、担い手の育成、地産地消、有機農業の推

進などに積極的に取り組まれていますが、今後とも持続可能な農業経営のために長期展

望に立った継続性のある支援策を必要としています。 

 

農業委員会は、農地行政を担当し、担い手の育成に主眼をおきながら、優良農地の流

動化を図り、食料の安定供給に努め、農業者の利益代表機関として農家の生活向上と農

村地域振興のため農政活動推進に取り組んできております。 

とりわけ、食料自給率向上に向けた意欲ある担い手の確保・育成と優良農地の確保・

有効利用は喫緊の課題であり、経営安定対策の早期実現と未利用農地などの地域資源を

有効利用するなど遊休農地対策が求められております。 

このような状況等から、南陽市の主産業である農業の平成２３年度の施策については、

効率的かつ安定的な農業経営の実現を軸に、農業委員会等に関する法律第６条第３項の

規定により、以下のように要望いたします。  

 

 

１．農と食の教育と地産地消の推進について 

（１） 農業は生きる力の根源であり、いのちの教育をはじめ自然や社会を見つめる目 

を育てるなど、子ども達の成長にとても大切なものであります。引き続き南陽市 

地産地消推進協議会事業を通じ各学校事業と連携して食育事業を推進すること。 

（２） 宮内中学校改築に伴い建設されている、南陽市学校給食センターが平成２３年 

１月から稼働します。この事業に合わせ地場農産物使用拡大を目指し、南陽市給 

食特定野菜契約推進委員会が２２年３月に設立されており、委員会での検討の上 

で、今後とも大根、キャベツ、白菜、玉ネギ、じゃが芋、人参の重量ベースの農 

産物の地場農産物使用とともに、その他の野菜や果物等の使用を増加させること。 



２．  担い手の育成・確保について 

（１）  農業従事者の高齢化や後継者不足により、今後、農業従事者が大幅に減少する 

   ことが見込まれます。担い手育成総合支援協議会の活動を充実し、特に農業後継 

   者の育成及び認定農業者の確保を図るとともに、農作業の受託等を行う集団営農 

   組織等の育成をすること。 

（２） 就農を目指す新規就農希望者を地域農業で受入れ育成できる体制を確立すると 

ともに、農業版ハローワーク制度の創設等、多様な労働力確保のために必要な施 

策・支援を考えること。 

 

３． 有機農業総合支援事業の推進について 

（１）  有機性資源を有効に活用するため、堆肥を活用した土づくりに対し循環型農業 

促進補助がありますが、南陽版「エコエリア構想」を策定し今後とも事業の価値 

及び重要性を認識され、引き続き補助支援できるよう予算措置を講じること。 

（２） 有機農業推進のための新たな施策として「食の安心、安全」をテーマとした南 

陽市独自のブランド化推進戦略を構築すること。 

 

４． 耕作放棄地対策等について 

（１）  水稲については将来的に米の価格補償がない状況でありますが、水田に米を作 

ることが環境の保全にも大きく貢献しています。ホールクロップや飼料米の栽培 

が促進されるよう補助等の支援策を講じること。 

（２）  十分一山ぶどう園等傾斜地果樹園は荒廃が進んでいる状況にあり、市において 

対策に取り組んでいただいていますが、歴史的に栽培に適しているのは「ぶどう」 

であると考えます。省力化栽培で取り組みやすい醸造用ぶどう栽培についてぜひ 

研究、検討を進めること。 

 

５． 農業と観光について 

（１）  定住人口が減る中で、国内外から多くの来客を得て市民との交流を図り、多面 

的な魅力を持つ農業の活用が急務であります。農業を理解し自慢する南陽市民の 

養成への取組や、農業体験などグリーンツーリズムの商品化と南陽市内に道の駅 

設置の可能性を検討することなど、受け入れ態勢の整備充実施策を推進すること。 

（２）  温泉旅館での地元農産品の活用、市内外での観光朝市などイベントや時節に併 

せた産直販売活動の支援をすること。 

（３）  農業に南陽市の特産物開発につながる赤湯温泉源を利活用した南陽独自の栽培 

技術研究・開発などを取り入れること。 



６．農地制度及び農業委員会制度の堅持について 

農地法等が改正され２２年度から本格的な施行となりました。食料自給力を強 

化するため、その基礎的な資源である農地等を確保し効率的な利用を促進させ、 

転用規制を厳格化するとともに、貸借規制の緩和によって、幅広く農業参入を認 

めようというものです。これに伴い、農業委員会の担う許認可等の業務と役割が 

質量ともに増大しています。新たな農地制度が適正かつ円滑に運用されるよう、 

農業委員会の活動予算の確保、農地制度・実務に精通した職員の確保・増員など 

事務局体制強化を講じること。 
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